
 

 

５ 肢体不自由等級表と診断のポイント 
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【【２２  肢肢体体不不自自由由等等級級表表とと診診断断ののポポイインントト】】  
 
障障害害程程度度等等級級表表  
 
 級級  
 
別別  

上上    肢肢  下下    肢肢  体体    幹幹  
乳乳幼幼児児期期以以前前のの非非進進行行性性のの  
脳脳病病変変にによよるる運運動動機機能能障障害害  

 

上上肢肢機機能能  移移動動機機能能  

 

１  

 
 
級  

1  両上肢の機能  

を全廃したもの  
2  両上肢を手関  
節以上で欠くも  
の  

1  両下肢の機能  

を全廃したもの  
2  両下肢を大腿  
の２分の１以上  
で欠くもの  

  体幹の機能  

障害により坐  
っていること  
ができないも  
の  

 不随意運動  

・失調等によ  
り上肢を使用  
する日常生活  
動作がほとん  
ど不可能なも  
の  

  不随意運動  

・失調等によ  
り歩行が不可  
能なもの  

 
 

２  

 
 
 
級  

1  両上肢の機能  

の著しい障害  
2  両上肢のすべ  
ての指を欠くも  
の  
3  一上肢を上腕  
の２分の１以上  
で欠くもの  
4  一上肢の機能  
を全廃したもの  

1  両下肢の機能  

の著しい障害  
2  両下肢を下腿  
の２分の１以上  
で欠くもの  

1 体幹の機能  

障害により坐  
位又は起立位  
を保つことが  
困難なもの  
2  体幹の機能  
障害により立  
ち上ることが  
困難なもの  

 不随意運動  

・失調等によ  
り上肢を使用  
する日常生活  
動作が極度に  
制限されるも  
の  

 不随意運動  

・失調等によ  
り歩行が極度  
に制限される  
もの  

 
 
 

３  

 
 
 
 
 
 
級  

1  両上肢のおや  

指及びひとさし  
指を欠くもの  
2  両上肢のおや  
指及びひとさし  
指の機能を全廃  
したもの  
3  一上肢の機能  
の著しい障害  
4  一上肢のすべ  
ての指を欠くも  
の  
5  一上肢のすべ  
ての指の機能を  
全廃したもの  

1  両下肢をショ  

パール関節以上

で欠くもの  
2  一下肢を大腿  
の２分の１以上  
で欠くもの  
3  一下肢の機能  
を全廃したもの  

 体幹の機能障  

害により歩行  
が困難なもの  

 不随意運動  

・失調等によ  
り上肢を使用  
する日常生活  
動作が著しく  
制限されるも  
の  

 不随意運動  

・失調等によ  
り歩行が家庭  
内での日常生  
活活動に制限  
されるもの  
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級級  
 
別別  

  上上    肢肢     下下    肢肢    体体    幹幹  
乳乳幼幼児児期期以以前前のの非非進進行行性性のの  
脳脳病病変変にによよるる運運動動機機能能障障害害  

 

  上上肢肢機機能能    移移動動機機能能  

 
 
 
 
 
 

４  

 
 
 
 
 
 
 
 
級  

1  両上肢のおや  

指を欠くもの  
2  両上肢のおや  
指の機能を全廃  
したもの  
3  一上肢の肩関  
節、肘関節又は  
手関節のうち、  
いずれか一関節  
の機能を全廃し  
たもの  
4  一上肢のおや  
指及びひとさし  
指を欠くもの  
5  一上肢のおや  
指及びひとさし  
指の機能を全廃  
したもの  
6  おや指又はひ  
とさし指を含め  
て一上肢の三指  
を欠くもの  
7  おや指又はひ  
とさし指を含め  
て一上肢の三指  
の機能を全廃し  
たもの  
8  おや指又はひ  
とさし指を含め  
て一上肢の四指  
の機能の著しい  
障害  

1  両下肢のすべ  

ての指を欠くも  
の  
2  両下肢のすべ  
ての指の機能を  
全廃したもの  
3  一下肢を下腿  
の２分の１以上  
で欠くもの  
4  一下肢の機能  
の著しい障害  
5  一下肢の股関  
節又は膝関節の  
機能を全廃した  
もの  
6  一下肢が健側  
に比して１０セ  
ンチメートル以  
上又は健側の長  
さの１０分の１  
以上短いもの  

 
 不随意運動  

・失調等によ  
る上肢の機能  
障害により社  
会での日常生  
活活動が著し  
く制限される  
もの  

 不随意運動  

・失調等によ  
り社会での日  
常生活活動が  
著しく制限さ  
れるもの  
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級級  
 
別別  

  上上    肢肢     下下    肢肢    体体    幹幹  
乳乳幼幼児児期期以以前前のの非非進進行行性性のの  
脳脳病病変変にによよるる運運動動機機能能障障害害  

 

  上上肢肢機機能能    移移動動機機能能  

 
 
 
 
 
 

４  

 
 
 
 
 
 
 
 
級  

1  両上肢のおや  

指を欠くもの  
2  両上肢のおや  
指の機能を全廃  
したもの  
3  一上肢の肩関  
節、肘関節又は  
手関節のうち、  
いずれか一関節  
の機能を全廃し  
たもの  
4  一上肢のおや  
指及びひとさし  
指を欠くもの  
5  一上肢のおや  
指及びひとさし  
指の機能を全廃  
したもの  
6  おや指又はひ  
とさし指を含め  
て一上肢の三指  
を欠くもの  
7  おや指又はひ  
とさし指を含め  
て一上肢の三指  
の機能を全廃し  
たもの  
8  おや指又はひ  
とさし指を含め  
て一上肢の四指  
の機能の著しい  
障害  

1  両下肢のすべ  

ての指を欠くも  
の  
2  両下肢のすべ  
ての指の機能を  
全廃したもの  
3  一下肢を下腿  
の２分の１以上  
で欠くもの  
4  一下肢の機能  
の著しい障害  
5  一下肢の股関  
節又は膝関節の  
機能を全廃した  
もの  
6  一下肢が健側  
に比して１０セ  
ンチメートル以  
上又は健側の長  
さの１０分の１  
以上短いもの  

 
 不随意運動  

・失調等によ  
る上肢の機能  
障害により社  
会での日常生  
活活動が著し  
く制限される  
もの  

 不随意運動  

・失調等によ  
り社会での日  
常生活活動が  
著しく制限さ  
れるもの  

 
級級  
 
別別  

  上上    肢肢     下下    肢肢    体体    幹幹  
乳乳幼幼児児期期以以前前のの非非進進行行性性のの  
脳脳病病変変にによよるる運運動動機機能能障障害害  

 

  上上肢肢機機能能    移移動動機機能能  

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
級  

1  両上肢のおや  

指の機能の著し  
い障害  
2  一上肢の肩関  
節、肘関節又は  
手関節のうち、  
いずれか一関節  
の機能の著しい  
障害  
3  一上肢のおや  
指を欠くもの  
4  一上肢のおや  
指の機能を全廃  
したもの  
5  一上肢のおや  
指及びひとさし  
指の機能の著し  
い障害  
6  おや指又はひ  
とさし指を含め  
て一上肢の三指  
の機能の著しい  
障害  

1  一下肢の股関  

節又は膝関節の  
機能の著しい障  
害  
2  一下肢の足関  
節の機能を全廃  
したもの  
3  一下肢が健側  
に比して５セン  
チメートル以上  
又は健側の長さ  
が１５分の１以  
上短いもの  

 体幹の機能の  

 著しい障害  

  不随意運動  

・失調等によ  
る上肢の機能  
障害により社  
会での日常生  
活活動に支障  
のあるもの  

 不随意運動  

・失調等によ  
り社会での日  
常生活活動に  
支障のあるも  
の  

 
 
 
 
 

６  

 
 
級  

1  一上肢のおや  

指の機能の著し  
い障害  
2  ひとさし指を  
含めて一上肢の  
二指を欠くもの  
3  ひとさし指を  
含めて一上肢の  
二指の機能を全  
廃したもの  

1  一下肢をリス  

フラン関節以上  
で欠くもの  
2  一下肢の足関  
節の機能の著し  
い障害  

 
 不随意運動  

・失調等によ  
り上肢の機能  
の劣るもの  

 不随意運動  

・失調等によ  
り移動機能の  
劣るもの  
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 級級  
 
別別  

上上    肢肢  下下    肢肢  体体    幹幹  
乳乳幼幼児児期期以以前前のの非非進進行行性性のの  
脳脳病病変変にによよるる運運動動機機能能障障害害  

 

  上上肢肢機機能能    移移動動機機能能  

 
 
 
 

７  

 
 
 
 
 
 
 
級  

1  一上肢の機能  

の軽度障害  
2  一上肢の肩関  
節、肘関節又は  
手関節のうち、  
いずれか一関節  
の機能の軽度の  
障害  
3  一上肢の手指  
の機能の軽度の  
障害  
4  ひとさし指を  
含めて一上肢の  
二指の機能の著  
しい障害  
5  一上肢のなか  
指、くすり指及  
び小指を欠くも  
の  
6  一上肢のなか  
指、くすり指及  
び小指の機能を  
全廃したもの  

1  両下肢のすべ  

ての指の機能の  
著しい障害  
2  一下肢の機能  
の軽度の障害  
3  一下肢の股関  
節、膝関節又は  
足関節のうち、  
いずれか一関節  
の機能の軽度の  
障害  
4  一下肢のすべ  
ての指を欠くも  
の  
5  一下肢のすべ  
ての指の機能を  
全廃したもの  
6  一下肢が健側  
に比して３セン  
チメートル以上  
又は健側の長さ  
の２０分の１以  
上短いもの  

 
 上肢に不随  

意運動・失調  
等を有するも  
の  

 下肢に不随  

意運動・失調  
等を有するも  
の  

 ＊＊７７級級のの障障害害はは１１つつののみみでではは法法のの対対象象ととははななららなないい。。  
    ７７級級のの障障害害がが２２以以上上重重複複すするる場場合合ままたたはは７７級級のの障障害害がが６６級級以以上上のの障障害害とと重重複複すするる  
    場場合合はは、、法法のの対対象象ととななるるももののででああるる。。  
 ＊＊「「指指をを欠欠くくもものの」」ととはは、、おおやや指指ににつついいててはは、、指指骨骨間間関関節節、、そそのの他他のの指指ににつついいててはは、、  
    第第一一指指骨骨間間関関節節以以上上をを欠欠くくももののををいいうう。。  
 ＊＊「「指指のの機機能能障障害害」」ととはは中中手手指指節節関関節節以以下下のの障障害害ををいいいい、、おおやや指指ににつついいててはは、、対対抗抗  
  運運動動障障害害ををもも含含むむももののととすするる。。  
 ＊＊上上肢肢又又はは下下肢肢欠欠損損のの断断端端のの長長ささはは、、実実用用長長（（上上腕腕ににおおいいててはは腋腋窩窩よよりり、、大大腿腿ににおお  
    いいててはは坐坐骨骨結結節節のの高高ささよよりり計計測測ししたたもものの））ををももっってて計計測測ししたたももののををいいうう。。  
 ＊＊下下肢肢のの長長ささはは、、前前腸腸骨骨棘棘よよりりくくるるぶぶしし下下端端ままででをを計計測測ししたたももののををいいうう。。  
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